
NSW州教育省

Behaviour code for students
Information for students and parents or carers

児童・生徒の行動規範
児童・生徒および保護者向け情報

NSW州の公立学校は、あらゆる環境において、すべての児童・生徒への安全かつ協力的および応答
的な学習環境の提供に取り組んでいます。学校は、児童・生徒にとり模範となる行動規範の策定お
よび指導にも力を注いでいます。

NSW州公立学校において、児童・生徒はできる限り以下の
規範に従って行動するよう期待されています。

•	 他の児童・生徒や教師、学校職員、地域社会の人々に敬
意をもって接すること

•	 学校やクラスの規則を守り、教師の指示に従うこと
•	 学業においては、最高の水準をめざして努力すること
•	 スクール・コミュニティーに属するすべての人々が尊重・
受容・サポートされていると感じることができるよう、	
礼儀正しく、敬意を持って行動すること

•	 意見の対立や衝突があった場合も、礼儀正しく冷静に、
また公平に解決すること

•	 学校で定められた制服の方針または服装規定を順守す
ること

•	 毎日登校すること（合法的な欠席理由がある場合を	
除く）

•	 すべての持ちもの・所有物を大切にすること
•	 暴力をふるわず安全に行動し、また武器や違法薬物、	
アルコール、ベイプ、電子タバコ、タバコ類を学校へ持ち
込まないこと

•	 校内の誰に対しても、いじめや嫌がらせ、威嚇、差別をし
ないこと

学校は、児童・生徒本人および周囲の人々に対して、または
質の高い教育・学習の達成に弊害をもたらす行動に対して
措置を講じる場合があります。

すべての児童・生徒には以下の権利があります。

•	 学校で安全に学習する権利
•	 学習の機会を利用し、全面的に参加する権利
•	 他の児童・生徒、教師および学校職員から、敬意をもって
扱われる権利

•	 自分の意見を表明し、目標を設定し、また自己を主張・擁
護する権利

学校長および学校職員は、専門的な判断により校内の規律
を守り、安全かつ協力的、応答的な学習環境を提供する立
場にあり、児童・生徒がこうした行動規範に従わない場合
は、適切な措置を講じる場合があります。

当省は、学校長および学校職員がこうした専門的な判断を
行うことができるよう、政策的な枠組みや法的課題に関する
広報などの資料、および専門家による助言や専門的な学習
へのアクセスを提供する責任を有しています。	

こうした事情を背景に、NSW州政府および教育省は、地域
レベルにおいて学校長および学校職員の権限および判断
を支持します。

児童・生徒の行動規範：児童・生徒の行動

教育省は、NSW州の公立学校で学ぶすべての児童・生徒の
包摂、学習、福利および安全の促進を最優先課題としてい
ます。

公立学校では、高水準の指導および学習体制を通じて、児
童・生徒が礼儀正しく、安全かつ積極的な行動および規範
意識を育むことができるよう、さまざまな環境においてサポ
ートしています。

こうした期待に沿うために、NSW州公立学校の児童・生徒
は、以下の行動規範をできる限り順守する必要があります。

尊重

•	 お互いに尊厳をもって接すること
•	 礼儀正しく意思の疎通を図り、ふるまうこと
•	 他の児童・生徒、教師および学校職員と協力的に行動お
よび作業すること

•	 お互いを尊重し合う前向きな人間関係の構築に努める
こと

•	 他者の関心事や能力、文化を尊重すること
•	 他の児童・生徒の学習ニーズを尊重すること
•	 定められた学校の制服または服装の規定を守り、適切
な服装をすること

•	 学校の所有物や職員および他の児童・生徒の持ちもの
を大切にすること	
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安全

•	 学校やクラスで定められた規則や期待される行動基準・
規範を模範として、これに従い行動すること

•	 意見の対立や衝突などがあった場合は、話し合いにより
解決するよう努めること

•	 自身のふるまいや行為が他の人たちにどのような影響
を与えるかを意識して、そのふるまいや行為に責任を負
うこと

•	 自分自身はもちろんのこと、他者に対しても思いやりを
もって接すること

•	 安全に留意し、また他者に対しても本人や周囲の人たち
を傷つけることのないよう、安全な選択をサポートする
こと

学習活動への積極的な関与

•	 授業に遅れないよう、時間通りに登校すること
•	 すべての授業に準備して臨むこと
•	 積極的に学習に参加すること
•	 学業においては、最高の水準を目指して努力すること

電話通訳サービス

さらに詳細をご希望の方は学校長までお電話ください。お問い合わせの際に通訳の支援をご希望の方は、131	 450番の
電話通訳サービスをご利用いただけます。	

ご利用の際は日本語通訳をご指定のうえ、相手先の電話番号をオペレーターにお伝えください。通訳が電話を通して会
話をお手伝いします。このサービスは無料でご利用いただけます。
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